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　コミュニティタクシーは、バスより小さいワンボックスカーを使用し、路
線バスなどが通行しにくい身近な地域内に停留所を設け、時刻表により運行
する公共交通です。市では、協働の考えから「考える会」を立ち上げ、ルー
トなどについて検討を重ねています。大沼地域の「コミュニティタクシーを
考える会」におけるさまざまなノウハウをもとに、新たな地域で検討に入る
ために、小川・栄町地域でも「考える会」を立ち上げました。運行を地域で
支えていくことを目的に、周辺地域の⚑⚔団体が参加し、平成⚒⚐年⚑⚒月から、おおむね月⚑回、話
し合いをしています。　地域内のニーズを知るためのアンケート調査を行い、その結果を踏まえ、

小川西町と栄町地域で平成⚒⚒年度の早い時期に、実証実験運
行を開始する準備を進めています。
　現在、大沼地域で快走しているコミュニティタクシー「ぶ

るベー号」のデザインは、武蔵野美術大
学との協働で生まれたものです。

　市内には、宵宮や祭礼の際に地口行灯（じぐちあん
どん）を飾る風習があります。
　この伝統を小平グリーンロードを舞台に再現しよう
と平成⚑⚘年に灯りまつりが始まりました。市民手作り
のまつりです。自治会、青少対、商工会、市民団体な
どいろいろな立場の人からなる実行委員会が中心とな
って企画運営し、飾られる灯ろうも、やはり市民の手
作りです。
　伝統の地口行灯の製作は難しいですが、手作りならどんな灯ろうでも参
加することができます。自分の趣味や個性を活かした個性的なオリジナル
灯ろうは、来場者を楽しませてくれます。関連イベントとして実施してい
る「新作地口をつくろう」も人気で、毎年多くの作品が寄せられていま
す。この現代版新作地口に絵をつけるのも市内の公民館サークルの方々

で、楽しい地口と絵は来場者
に好評です。
　年々、灯ろうの数も増え、
会場も広がり、来場者も増え
てきています。伝統を受け継
ぎ、地域交流、世代間交流が
できるイベントとして、市民
が支える市民手作りのイベン
トとして、これからも多くの
方とともに育てていきたいと
思います。
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都市開発部公共交通担当
☎042（346）9814

問合せ

産業振興課☎042（346）9581問合せ

　市では、男女が互い
の人権を尊重し、個性
と能力を発揮できる男
女共同参画社会の実現
に向け、平成⚒⚑年⚔月
⚑日に「小平市男女共
同参画推進条例」を施
行しました。「小平ア
クティブプラン⚒⚑」を

推進計画とみなし、さまざまな事業を行っています。男女共同参画社
会は、市民、事業者、団体など地域のすべての力と行政の協働によっ
て実現するものです。
　その実現に向けて、市は、昭和⚕⚔年から女性問題の解決のために活
動を続けている団体「小平市女性のつどい」との共催事業を行うなど、
車の両輪として活動してきました。また、公募市民で構成する「男女
共同参画推進実行委員会」では、広報誌「ひらく」の企画・編集や講
座・フォーラムの企画・運営、男女共同参画センター事業の企画・実
施などを行っています。皆さんに、広報誌
や講演会などへの参加に加え、さまざまな
企画や運営に積極的に参加していただき、
その経験の種を地域にまいていただければ
と願っています。

青少年男女平等課☎042（346）9618問合せ

市民・事業者・市と市民・事業者・市とのの
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　「遠くの親戚より近くの他人」と言われるように、いざという
とき一番頼りになるのはやはり、隣近所の皆さんです。隣近所
の代表的組織である自治会・町会は、各自でさまざまな事業を
行っています。その中には、安全で住みよい地域にするため
に、市と自治会・町会などがお互いに協力して行う活動、たと
えば公園の清掃や喫煙マナーアップキャンペーンなどの環境美化活動、ごみ減量キャ
ンペーンへの参加などの資源リサイクル活動、防災訓練への参加などの防災活動な
ど、さまざまな取り組みをしています。また、自治会・町会の中には、いつ起こるか

わからない災害に備えて、共助と助け合い
の心を強化するため、自主防災組織を作
り、市に登録をしているところもあります。
　一人で解決できない地域の問題も、皆さ
んの協力で解決できることもたくさんあり
ます。皆さんにとって力強い自治会・町会
にぜひ加入しませんか。
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地域文化課
☎042（346）9532

問合せ

　図書館では、団体や個人のボランティ
アの方々が図書館の事業を支えていま
す。小平市子ども文庫連絡協議会は、市
に図書館ができる前から活動し、昭和⚕⚐
年に図書館が開館すると「おはなし会」
の事業を職員とともに担い、研修もいっ
しょに行い、現在に至っています。図書
館との活動は⚓⚕年に及び、まさに図書館とともに児童サー
ビスの一端を担っています。拡大写本の会「ひまわり」は、
心身に障がいのある子どもに向けて布の絵本や遊具、弱視
の子どもには拡大写本を作成し、作品は図書館を通じて障
がいのある子どもたちに貸し出しされています。
　また、個人のボランティアの方々は、図書館資料の修理、

地域資料のデジ
タル化、古文書
の解読などに積
極的に取り組ん
でいます。まさ
に協働は、なく
てはならない存
在なのです。

中央図書館☎042（345）1246問合せ
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　小平市自治基本条例は、小平市の自治の基本理念ならびに市
民、議会、市長等のあり方および市政に関する基本的な事項を定
めることにより、自治の実現を図ることを目的としています。
　市では、条例案の検討に当たり、市民がみずからの取り組みと
して進めていく小平市自治基本条例制定基本方針を定め、公募の
市民による「小平市自治基本条例をつくる市民の会議」（市民の
会議）の条例案の検討を支援してきました。
　平成⚑⚘年⚘月に「市民の会議準備会」が発足し、会則や相互協定、運営体制など、
自治基本条例案の検討に当たって必要な事項の協議を行い、平成⚑⚙年⚒月に、市と
条例案の策定に関する役割分担や相互協力の内容を定める協定を締結し、市民の会
議が設立されました。
　市民の会議では、⚑⚖⚐回に及ぶ会議を重ね、広報用ポスターや自治基本条例だより
の作成・配布などの広報活動を積極的に行うとともに、市民意見交換会やフォーラ
ムなどを開催し、多くの市民の声を聴いて条例案を策定し、市長に提出しました。
　市では、検討過程において、市民の会議への情報提供や意見調整を行い、条例案
の提出を受けて、議案として議会に提出しました。
　議会では、平成⚒⚐年⚖月定例会初日に議案が上程され、新たに設置した⚑⚓人から
なる小平市自治基本条例特別委員会に付託されました。特別委員会では、⚑⚙回に渡

る審査が行われ、平成⚒⚑年⚑⚒月定例会最
終日に条例案が可決され、⚑⚒月⚒⚒日に「小
平市自治基本条例」が施行されました。
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自治基本条例担当
☎042（346）9582

問合せ

（⚔月以降は政策課へ）


